
日系定住外国人施策について

内閣府副大臣 後藤 斎

平成２４年５月２４日（木）
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資料７



【対 応】
平成２１年１月、政府内の対応組織として、

内閣府に定住外国人施策推進室を設置、緊急的な取組を実施

日系定住外国人をめぐる状況（１）

○昭和63年以降急増、一定の地域に多数居住。

○身分又は地位に基づく在留資格で在留しており、活動内容

に制限がなく、自由に就労できる。

○平成20年秋以降の世界的な経済危機により、従来の形での

就労が不可能に。

○日本語能力が不十分であることなどから、再就職も難しく生

活困難な状況に置かれる人が増加。

○その子どもたちも就学等の面で厳しい状況。
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地方自治体の要望も踏まえ、日系定住外国人に関する政府全
体の方針を策定（22年８月 基本指針/23年3月 行動計画）

日系定住外国人をめぐる状況（２）

○帰国者の増加により外国人登録者数は減少。
○日本での暮らしが長期に及ぶ者は定住を希望する傾向。
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○基本指針に盛り込まれた事項について、更に各府省庁で検討し、施策
を具体化した「行動計画」を、平成23年3月に策定。

→行動計画は、平成23年4月から開始し、必要に応じ開始後3年を目途
に見直し

「基本指針」「行動計画」の策定

【基本的な考え方】

日本語能力が不十分な者が多い日系定住外国人を日本社会の

一員としてしっかりと受け入れ、社会から排除されないようにする。

【日系定住外国人施策の具体的な方向性】

１．日本語で生活できるために

２．子どもを大切に育てていくために

３．安定して働くために

４．社会の中で困ったときのために

５．お互いの文化を尊重するために

「日系定住外国人施策に関する基本指針」の概要
（平成２２年８月３１日・日系定住外国人施策推進会議）
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「日系定住外国人施策に関する行動計画」及び
その主な実施状況

１ 日本語で生活できるために必要な施策

○日本語教育の標準的なカリキュラム案のデータベース化 [文科省]

２ 子どもを大切に育てていくために必要な施策

○公立学校への受入体制の整備を支援する「帰国・外国人児童生徒受入促進事業」の
実施 [文科省]

○在留期間更新等の際の就学促進のためのリーフレットの配布 [法務省、文科省]

○不就学の子どもの公立学校への円滑な転入を促進する「虹の架け橋教室」事業の実施
[21年度の事業開始から23年12月までに約900人が公立学校へ、約1,000人がブラジル人学校等へ就学 [文科省]

３ 安定して働くために必要な施策

○「日系人就労準備研修」の実施／日本語能力等に配慮した職業訓練の実施 [厚労省]

○多言語での就職相談の実施 [厚労省]

４ 社会の中で困ったときのために必要な施策

○国の制度に関する情報の多言語化の推進 [内閣府、各省庁]

行動計画では、60の具体的施策を掲げ、各省庁において事業を実施。計画の進
捗状況は、定期的にフォローアップを行うほか、有識者からのヒアリングを実施

主な施策の進捗状況
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定住外国人施策ポータルサイト

内閣府では、定住外国人施策ポータルサイトを開設。行政関係者だけでなく、

支援者や定住外国人自身の参考となる情報を掲載。多言語化も実施。

【全般的なこと】日本での生活手引き（リーフレット） ／新たな在留管理制度について

【教育】お子さんを持つ保護者の皆様へ ／就学ガイドブック

【雇用】通訳を配置しているハローワーク一覧 ／日本で働こうとする外国人の皆様へ

【住宅】外国人向け部屋探しのガイドブック

【子育て】健やかな妊娠と出産のために／日本の小児における予防接種スケジュール

【医療】社会保険制度加入のご案内

【防災】防災マニュアル
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外国語（がいこくご）による電話（でんわ）相談（そうだん）

Telephone Consultation in Foreign Languages
Consultas por Telefone em Línguas Estrangeiras
Consulta Telefónica por Lenguas Extranjeras

多言語化の例（東日本大震災関係の電話相談リンク集）
日本語、英語、ポルトガル語、スペイン語

ポータルサイトに掲載している情報例（生活者向け情報より）



今後の予定

○行動計画の推進状況については、日系定住外国人

施策推進会議の枠組みを活用してフォローアップ

○施策の推進に当たっては、地方自治体、ＮＰＯ等との

連携を積極的に図り、その知恵を活かしながら施策を

実施

内閣府定住外国人施策推進室HP
http://www8.cao.go.jp/teiju/index.html
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